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 ‣帰省旅費回数 年４回⇒年６回に拡大 

‣育児・介護休職取得に伴う評価累積ポイント減の見直し 
 (３ヵ月以内の休職取得は評価ポイントの減を行わない。) 

 ‣生理休暇の名称を変更 
   「ライフサポート休暇」に改め、使用事由に男女の不妊治療追加 

 ‣障がい者手帳の交付を受ける社員を対象に治療のために

通院する場合に使用できる有給休暇の新設 
   「治療・障害サポート休暇」⇒年度で３日以内 
 

今春闘では一律『額』４１００円のベースアップと諸要求４項目で前

進をかち取ることができました。これは全国統一職場集会をはじめと

する職場からの闘いをつくりあげた成果です。 

また、輸送障害時に『急ぎ作業を誘発させないよう指導すること』を

確認しています。しかし、多くの業務・職場課題が山積しています。 

 今春闘の取組みをしっかり総括を行い、次の夏季手当の闘いに活

かし、青年部らしく「楽しく、明るく、元気よく」闘いをつくりだそう！ 
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